
 
 

 

 

■子育てのための施設等利用給付認定 

令和元年 10 月から実施となりました「幼児教育・保育の無償化」により、認定こども園・

幼稚園（新制度）に通っている方は保育料が無償となるほか、「子育てのための施設等利用給

付認定（以下、「施設等利用給付認定」）」を申請することで、以下の要件を満たす方について

は預かり保育料も無償（上限あり）となります。 

 

 

 

■対象となる方 

次の要件を、いずれも満たす方が対象となります。 

（１）教育・保育給付１号認定を受けており、施設の預かり保育を利用している 

（２）満３歳児から５歳児（ただし、満３歳児の場合は市町村民税非課税世帯のみ） 

（３）保育を必要とする事由に該当している 

  

■認定区分について 

お子さんの保育の必要性の有無や年齢によって、施設等利用給付２号・３号認定のいずれか

の区分に認定され、区分によって給付の内容（無償化となる範囲）が決まります。 

認定区分 対象となるこども 無償化の範囲 

施設等利用給付 

２号認定 

４月１日時点の年齢が３歳以上で、保護者

の就労や疾病等により保育を必要とする

就学前のこども 

預かり保育料（月11,300 円まで） 

施設等利用給付 

３号認定 

市町村民税非課税世帯の満３歳児※であっ

て、保護者の就労や疾病等により保育を必

要とするこども 

預かり保育料（月16,300 円まで） 

 ※満３歳児…３歳の誕生日を迎えたあと、最初の３月31日までの間にある小学校就学前こども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設等利用給付認定申請について 
認定こども園・幼稚園（新制度） 預かり保育料無償化のご案内 

 

厚木市こども育成課 

保育の 

必要性

あり 

施設等利用給付２号認定 

（満３歳児市町村民税非課税世帯は３号） 

→預かり保育料無償化の給付 
教育・保育給付 

１号認定 

教育・保育給付２号認定 

（認定こども園のみ） 
変更 

◆認定のイメージ 

 追加 

 
保育所、認定こども園、給付型幼稚園（新制度移行幼稚園）等の利用時に 

受ける「教育・保育給付認定」とは別の認定区分 

◆教育・保育給付１号認定とは別に、施設等利用給付２号認定が必要 

◆施設等利用給付３号認定は、市町村民税非課税世帯の満３歳児のみ対象 



■預かり保育料の給付額 
教育時間を超えて利用した預かり保育について、 
月額 ４５０円×利用日数（上限11,300 円、満３歳児は上限16,300 円） 

 まで給付を受けられます。ただし、預かり保育の利用料（支払額）が上限額を下回る場合は、

利用料（支払額）が上限となります。 

なお、在籍園の預かり保育の実施時間等が少ない（「開園日数 200 日未満」又は「開園時間

１日８時間未満」に該当）場合、預かり保育の利用料に、併用した認可外保育施設等（企業主

導型保育事業を除く）の利用料を加えて計算することができます。 

 

 

 

 

■認定の申請について 
預かり保育料無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定の申請が必要となります

ので、次の書類を園に提出してください。 

（１）提出書類 

認定区分 提出書類 

２号認定 

３号認定 

●子育てのための施設等利用給付認定申請書  

●保育の必要性を証明する書類 →次の（２）で必要書類を確認してください。 

（２）保育の必要性を証明する書類と有効期間（２号・３号認定） 

「令和８年度幼稚園（新制度）・認定こども園利用申込み案内」の２ページを確認してく

ださい。 

   なお、教育・保育給付２号認定の就労要件である週４日以上を満たしていない方でも、 

  月 64時間以上就労している場合は、施設等利用給付２号認定を受けることができます。 

    

 

 

■申請内容の変更について 
申請した内容に次のような変更が生じた場合は、利用施設又はこども育成課に連絡の上、 

速やかに変更申請（届出）書を提出してください。 

（１）保護者の退職や就労時間の短縮等により、保育の必要性がなくなる場合 

（２）保育事由を変更する場合（例：就労→妊娠・出産、求職→就労） 

（３）保護者・児童の氏名、住所等の変更が生じる場合 

なお、厚木市外に転出する場合は、事前に園へ申し出を行い、転出先の市区町村で所定の

手続きを行ってください。 
 
■提出期限・提出先 
施設等利用給付認定の申請をする場合は、各園で申請書類を入手の上、４月入園の方は令和

７年11月 17日（月）までに、入園予定の幼稚園または厚木市こども育成課に提出してくださ

い。４月以降に入園の場合は、預かり保育を利用する日の１週間までに提出してください。 

※申請は、提出期限以降も随時受け付けます。認定開始は、申請日以降（保育の必要性を証明する書類が 

全て揃ってから）になり、遡っての認定は出来ません。 

 

 
お問合せ先 厚木市こども育成課こども政策係 

【電話】（046）225-2262 【Ｆ Ａ Ｘ】（046）225-4612  

 
◆認定には、保護者それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要 

◆就労要件に「週 4 日以上」はなく、「月 64 時間以上」のみ 

 

◆受けることができる給付額は「預かり保育を利用した日数」分だけ 

◆給付額は「月額４５０円×利用日数（上限有）」と「園に支払った料金」を

比較し、少ない額が上限 


